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◆ 特別委員会は開かれず流会

全国から抗議が殺到、世論の力が国会を動かした

明日の「9の日」宣伝を史上最大に!

　本日午前9時30分から設定されていた衆議院憲法調査特別委員会は、開会できないまま現在、理事会が休憩状態になっていましたが、本会議終了後、「本日の特別委員会は開かれないことになりました」との放送があり、理事会が休会状態で委員会は開かれないことになりました。

　この結果、少なくとも15日の公聴会は開かれないことが確実となりました。安倍首相の支持率低落傾向に歯止めをかけるべく憲法改悪を全面にした改憲手続き法制定で反動的、ファッショ的に打開しようとする国会運営にたいして、国民的な反撃の前に一定の痛打を与える結果となりました。

しかし、たたかいはこれからです。引き続き全国から徹底した宣伝、対話、署名を大規模に展開し、地元議員事務所をはじめ特別委員会委員に対しFAX、メール、ハガキ、直接要請、その他あらゆる方法で抗議・要請・激励の行動を組織することが重要です。

また、各団体・地方地域で「戦争する国」のための改憲反対の運動と改憲手続き法反対の運動を一体のものとしながら諸要求実現、二大選挙勝利の課題と結合し、安部内閣と自民・公明を大きく包囲する運動を強めることが求められます。そのためにも、3月20日の中央行動・中央集会を全国からの結集で大きく成功させ、改憲手続き法案阻止の一大転機を作り出しましょう。そのためにも、当面、特別委員長及び各党筆頭理事などへの抗議要請を強化しましょう。

<特に集中する特別委員・FAX番号>
委員長　中山　太郎　０３－３５８０－００６６、自民党　保岡　興治　０３－３５０６－８７２８、公明党　赤松　正雄　０３－３５０８－３４１２、民主党　枝野　幸男　０３－３５９１－２２４９、共産党　笠井亮　０３－３５０８－３９１９、社民党　辻元　清美　０３－３５０８－３８５５

＊憲法改悪反対共同センターのメール・FAX一斉送信には全議員、政党、マスコミ関係の要請先もあります。各団体・個人のHPやメーリングリトスで大規模に広げ、改憲反対の「請願権」行使の運動を引き続き強めましょう。http://www.kyodo-center.jp/
特別委員会傍聴記

○9時　衆議院議員面会所へ共同センター参加団体の代表が集合、共産党の笠井亮議員の紹介で迷路のような地下道を通り抜け衆議院別館4階の第18会議室へ守衛さんの案内で9時28分に入室。50人の委員席は既に自民党議員21人が着席し談笑中。
○9時30分　自民党の保岡筆頭理事がドアから入ってきて「開会が遅れています。申し訳ありませんが暫らくお待ちください」と大声で告げる。
○10時39分　保岡理事が再び入室し、「理事会が再開します」とコールし、自民党理事が退室。これと歩調を合わせるように委員会の強行開会に備えて待機していた共産党議員団が退出。この間、速記者が15分おきに交替するのみ。
○10時45分　保岡議員が入室、「委員会は開会していませんので休憩にします。改めて連絡します」と大きな声。全議員がいっせいに会議室を退出。特別委員会は開会されないまま理事会が休憩に入る。

○10時46分　共産党の笠井亮議員が傍聴席に来て理事懇や理事会のやり取りと動きを説明。「本会議が午後1時からセットされており、その後、特別委員会の強行開会の可能性もあり予断は許さない」と説明。

○10時55分　傍聴者で相談し2時からの強行開会に備えて再度傍聴の組織化を確認。その足で、新宿西口での緊急街頭宣伝へ直行。
○12時50分　特別委員会の開会に備えて傍聴参加を呼びかけるFAXを送信。

○14時　新宿の街宣などから再び衆議院議面へ集合。

○14時08分　特別委員会の流会が決定したことで「本日の特別委員会は開かれないことになりました」との放送があり。　

緊急街頭宣伝に55人参加、署名に大きな反響
安倍首相の強硬路線に強まる不安
本日の特別委員会の強行と公聴会の設定に抗議する新宿駅での緊急街頭宣伝には昨日夕方の呼びかけにもかかわらず、各団体・労働組合から55人が参加。全国革新懇の代表委員の小林洋二さん(元全労連議長)、全労連の柴田副議長、自治労連の駒場委員長、新婦人の玉田事務局長らが、こもごも憲法改悪が日本を再び「戦争する国」へ導くものであること。改憲のための手続き法は国民の誰も望んでいない、改憲のための手続き法入らない。などと訴えました。55人の参加者は、チラシを配布し、署名を訴え、各団体の横断幕をかかげ、昼休み時の通行人に訴えました。ある年配の女性は「安倍首相は顔に似合わず怖いですね、参議院選挙で勝つためとして改憲手続き法を通すなんて生活感覚とは無縁の人だね。こんな調子で戦争でもやられたらたまらないよ」と署名しました。昨日来のテレビや新聞の報道もあり、市民の関心は高く、ビラの受取も署名もいつになく多いのが特徴でした。署名は「憲法」「手続き法」を合わせ約80筆でした。
各団体の抗議要請が国会を確実に変えた
世論と運動を高め撤回・廃案めざそう!
・日本共産党の笠井事務所には、500枚のロール紙が不足し、受信できない状態。

・中山委員長には昨日からFAXが集中し機能不全状態に。何回送っても未通信。

・共同センターのメールフォームからのメール送信はわずか5時間で2600余りにのぼりました。また、同ホームページへのアクセス数は今朝から過去最高の600件となりました。

　短信･ホットライン　
■ 国会議員にメール・FAXを送ろう！

○ 憲法改悪反対共同センターホームページの右上に「国会議員にメール・FAXを送ろう！『「憲法改悪・国民投票法反対』一斉送信メールフォーム」を開設しました。　

○ 憲法第16条に基づく「請願権」行使運動の一環として開設したものです。「憲法改悪反対・9条を守れ」「改憲手続き法は廃案に!」の声を届けましょう。

○ メールフォームには、衆参両院の憲法調査特別委員会の名簿を掲載していますのでメールだけでなくＦＡＸも送ることができます。
○ 「一斉メールフォーム」を各団体の機関紙、ニュース、チラシ等で広く知らせましょう。また、メーリングリストで知人友人にも知らせましょう。
○転送・転載は大歓迎。

<共同センターHP>　http://www.kyodo-center.jp/index.htm　
<メールフォーム>  http://www.kyodo-center.jp/douhoumail/douhou.htm
■ 中央行動・集会―　

【定例国会行動】
日時　　3月20日（火）　4月12日（木）　4月25日（水）　5月9日（水）

5月23日（水）　6月6日（水）　12：15～13：00　　
場所　　衆議院第二議員会館前　

【シンポジウム「STOP!改憲のための手続き法－国民投票の『カラクリ』」】
3月10日　13：30～16：30　社会文化会館　
主催：MIC、JCJ、マスコミ九条の会連絡会、自由法曹団。共同センター協賛。

【STOP！会見改憲手続き法！国会へ行こうアクション】

日時　3月12日18：30～19：30　　
　場所　国会議員会館前　
主催　5・3憲法集会実行委員会
【3.20改憲手続き法案阻止座り込み・中央集会】
　　11：00～13：00　国会前座り込み・議員要請(衆議院第二議院会館前)
12：15～13：00　大運動実行委員会等の定例国会行動(衆議院第二議院会館前)
14：00～16：00　改憲手続き法案の阻止をめざす中央集会(憲政記念館)

主催：憲法改悪反対共同センター・国民大運動実行委

【憲法9条をまもれ　改憲手続き法案を許すな　イラク占領反対　米軍・自衛隊は撤退せよ!3.20中央集会】

　　　日時　3月20日　18：30～集会後デモあり

　　　会場　日比谷野外大音楽堂　
主催　3・20集会実行委員会(安保中実委・全労連など)　
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